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1１．新規制基準保安規定変更認可申請の補正について

 島根原子力発電所の新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請については、
2013年12月25日に申請（2014年2月13日、2015年6月3日、7月24日、2016年5
月12日、10月31日、2017年1月17日および2017年12月25日補正）を行っている。

 今回の補正は、「保安規定変更に係る基本方針（BWR）」（以下「基本方針」という。）
※1に基づき、新規制基準適合性に係る設置変更許可（2021年9月15日）および工事
計画認可（未認可：2013年12月25日申請）の内容を反映し、補正申請を実施する。
なお、設工認審査において新たに保安規定へ反映すべき事項が確認された場合には、適切
に対応する。

※1：新規制基準の施行に対応したBWR各電力会社の保安規定の変更に先立ち、新たに追加となった要求事項を
保安規定へ反映する基本方針をとりまとめたもの。（2022年9月15日第1072回原子力発電所の新規制基準
適合性に係る審査会合において改定4を審議）

○新規制基準適合性に係る許認可申請状況

【設置変更許可申請】

・2013年12月25日：設置変更許可申請

（2021年5月10日、6月14日、6月17日、9月6日：補正）

・2021年 9月15日：設置変更許可

【設計及び工事計画認可申請】

・2013年12月25日：工事計画認可申請

（2021年10月1日、12月22日、

2022年3月28日、5月25日、7月28日、10月31日、12月23日：補正）



2１．新規制基準保安規定変更認可申請の補正について

○変更認可申請書の申請概要

 原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う変更（新規制基準施行に伴う変更）

原子力規制委員会設置法（2012年6月27日公布）の一部施行に伴い、関係規則の整備等が行わ
れ、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等が改正されたことに伴う変更。

 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の改正に伴う変更（火山影響等発生時の体制の整
備に伴う変更）

2017年12月14日に施行された実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則により、火山影響等
発生時の体制の整備が新たに求められたことに伴う変更。

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の改正に伴う変更
（有毒ガス発生時の体制の整備に伴う変更）

2017年5月1日に施行された実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関
する規則等により、原子力発電所における中央制御室の運転員等に対する有毒ガス防護が求められたこ
とに伴う変更。



3１．新規制基準保安規定変更認可申請の補正について

○変更認可申請書の申請概要

 原子力安全文化の育成および維持活動体制の見直し

 原子力安全文化の監視・評価機能（組織）の新規規定

当社は、過去の点検不備問題等における原子力安全文化の育成および維持活動に関する課題への対
応として、発電所組織・社員を中心とした原子力安全文化の改善・浸透を図ってきた。また、2020年2月
に発生したサイトバンカ未巡視問題を踏まえ、監視評価グループを設置し、協力会社も含めた組織・社員
の日常業務におけるふるまいを監視して、当社の「原子力安全文化醸成方針」等とのギャップを検出・是正
するとともに、ギャップの傾向分析評価から原子力安全文化の劣化兆候を捉えて、その改善を図ることとした。

2021年6月、本社組織が関与した特重非公開ガイド誤廃棄事案について規制庁へ報告したが、その再
発防止対策としても、この監視評価グループの活動を本社組織にも適用することが有効と判断し、監視評
価グループを保安の組織として新たに保安規定に定め、その活動を確実なものとする。

 原子力安全文化の育成および維持活動体制の一元化

点検不備問題への対策として原子力強化プロジェクトを設置し、電源事業本部と連携して取り組んでき
た原子力安全文化の育成および維持活動に関する課題への対応は、その当初の目的を達成したものと評
価している。

原子力強化プロジェクトを廃止し、今後は電源事業本部が自律的かつ主体的に原子力安全文化の育
成および維持の活動に取り組むため、その活動の体制を電源事業本部に一元化する。



4２．保安規定（第1編）の主な変更点

項目
主な変更点

条文 変更概要

① 【新規制基準施行に伴う変更】

原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う
関係規則の整備等に伴う変更

第17条※

第17条の2,4※

第17条の7,8※

第65条

第41条

•火災、内部溢水、自然災害、重大事故等お
よび大規模損壊発生時における原子炉施設
の保全のための活動を行う体制の整備に関す
る事項を規定

•重大事故等対処設備の運転上の制限を規定

•原子炉隔離時冷却系の第一水源を変更する
ことおよび低圧運転点での確認運転を実施す
ることによる変更

② 【火山影響等発生時の体制の整備に伴う変更】

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規
則の改正（2017年12月14日）に伴う変更

第17条の3※ •火山影響等発生時における原子炉施設の保
全のための活動を行う体制の整備に関する事
項を規定

③ 【有毒ガス発生時の体制の整備に伴う変更】

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、
構造及び設備の基準に関する規則等の改正
（2017年5月1日）に伴う変更

第17条の5※ •有毒ガス発生時における原子炉施設の保全の
ための活動を行う体制の整備に関する事項を
規定

④ 【原子力安全文化の育成および維持活動体制
の見直し】

第2条の3
第4条
第5条

•原子力安全文化の育成および維持に係る取り
組み状況の監視・評価に関する職務を規定
•電源事業本部の組織を改正し、原子力安全
文化の育成および維持活動の体制を一元化

※ 以下、第17条、第17条の2～5および第17条の7,8を「第17条等」という。



5３．保安規定（第2編）の主な変更点

項目
主な変更点

条文 変更概要

① 【新規制基準施行に伴う変更】

原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う関係
規則の整備等に伴う変更

第154条 •2号炉と共用していた1号炉の放射性液体廃
棄物処理系の共用取止めに伴う変更

② 【火山影響等発生時の体制の整備に伴う変更】

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の
改正（2017年12月14日）に伴う変更

第139条 •火山影響等発生時における原子炉施設の
保全のための活動を行う体制の整備に関する
事項を規定

③ 【原子力安全文化の育成および維持活動体制の見
直し】

第124条
第126条
第127条

•原子力安全文化の育成および維持に係る取
り組み状況の監視・評価に関する職務を規
定
•電源事業本部の組織を改正し、原子力安
全文化の育成および維持活動の体制を一元
化



6４．主な変更条文の記載方針について

 設置許可および設工認で記載した運用要求事項について、実施する行為者と、その行為内
容を保安規定に定める（第17条等 体制の整備 他）。

 重大事故等対処設備（SA設備）について、運転上の制限（LCO）、LCOを満足してい
ることの確認事項（サーベイランス）およびLCOを満足しない場合の要求される措置
（AOT）を保安規定に定める（第65条SA設備のLCO/AOT）。

設置許可
•本文、添付書類八および
十、添付書類十追補 等

設工認
•基本設計方針 等

保安規定審査基準

保安規定条文（本文）に枠組みを規定
•添付に運用要求事項（行為者・行為内容）を記載

①運転上の制限（LCO）
•LCO対象設備：全てのSA設備

②確認事項（サーベイランス）
•施設管理計画に定める点検計画の頻度内に実施
（1）常設SA設備 機能・性能確認 ：定事検停止時毎

動作確認 ：1回/1箇月
（2）可搬型SA設備 機能・性能確認 ：定事検停止時毎

動作確認 ：1回/3箇月

③要求される措置（AOT）
•代替機能を有するDB設備、SA設備等の確認で最大30日間に設定

第65条（SA設備のLCO/AOT）

第17条等（体制の整備）

インプット

保安規定：「基本方針」に基づき検討

柏崎刈羽・女川と同様



7５．変更に係る説明事項の整理

先行BWRプラント※1の
保安規定

基本方針

島根原子力発電所
保安規定

 保安規定変更認可申請の補正にあたっては、「基本方針」および先行ＢＷＲプラント※1の新
規制基準適合性に係る保安規定変更内容を踏まえ保安規定条文を作成しているが、一部
相違点および島根２号炉固有の運用要求事項があることから、これらを中心に説明する。

 新規／変更条文のうち、設置許可・設工認において説明していない事項についても説明する。
 上記考え方をもとに、説明が必要な事項として抽出したのは、以下のとおり。

記載内容の相違

④原子力安全文化の育成および維持活動体制の見直し
第２条の３、第４条、第５条

③第17条等 体制の整備
添付2（火災、内部溢水、火山影響等、

その他自然災害および有毒ガス
対応に係る実施基準）

添付3（重大事故等および大規模損壊
発生対応に係る実施基準）

②第65条 SA設備のLCO、サーベイランス、AOT
65-11-4（構内監視設備）
65-12-3,65-12-4（電源設備）
65-2-1（高圧原子炉代替注水系）
65-5-4（残留熱代替除去系）

①既存条文の変更
第41条（原子炉隔離時冷却系）

※1 東京電力HD柏崎刈羽原子力発電所７号炉および東北電力女川原子力発電所２号炉
※2 2017年12月14日に施行された実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の

改正に基づき保安規定審査基準で確認することとなったもの

【説明事項④】
・全体概要

【説明事項③】
・全体概要
・火山影響等発生時の
体制の整備※2

【説明事項②】
・全体概要
・固有設備の条文追加
・固有設備のLCOの設定
・先行BWRプラントとの相違

【説明事項①】
・先行BWRプラントとの相違
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変更前 変更後

（原子炉隔離冷却系）

〔２号炉〕

第41条
２．原子炉隔離時冷却系が、前項に定める運転上の制限を満足してい
ることを確認するため、次の各号を実施する。

（１）（略）
（２）当直長は、（中略）原子炉の運転状態に応じた開閉状態および

主要配管※２が満水であることを確認する。
（３）（略）

※２：主要配管とは、原子炉隔離時冷却系に期待されている機能を達
成するための水源（サプレッションチェンバまたは復水貯蔵タンク）
からポンプまでの吸込配管（中略）小口径配管を含まない。（以
下省略）

（原子炉隔離冷却系）

〔２号炉〕

第41条
２．原子炉隔離時冷却系が、前項に定める運転上の制限を満足してい
ることを確認するため、次の各号を実施する。

（１）（略）
（２）当直長は、（中略）原子炉の運転状態に応じた開閉状態および

主要配管※３が満水であることを確認する。
（３）（略）
（４）課長（原子炉）は、定事検停止時に、原子炉隔離時冷却系ポ

ンプの全揚程が0.74MPa に加えて44ｍ以上で、流量が93.0m3/
ｈ以上であることを確認※４し、その結果を課長（発電）に通知する。

※３：主要配管とは、原子炉隔離時冷却系に期待されている機能を達
成するための水源（サプレッションチェンバ）からポンプまでの吸込
配管（中略）小口径配管を含まない。（以下省略）

※４：所内蒸気圧力を原子炉圧力0.74MPa[gage] 相当※５に調
整して確認する。

※５：原子炉隔離時冷却系のタービン入口圧力を当該圧力相当とした
場合の所内蒸気圧力をいう。

６．説明事項① 既存条文の変更
第41条（原子炉隔離時冷却系）

 復水貯蔵タンクを第一水源として運用していたが、重大事故時において、復水貯蔵タンクからサプレッションチェンバへの確実な水源切替
手段の構築が困難であったため、重大事故等への対応の成立性を確保する観点より、サプレッションチェンバを第一水源とすることとした。

 定期事業者検査では原子炉圧力0.98MPa[gage]相当、サーベイランスでは原子炉の通常運転圧力において、主蒸気による確認
運転を実施していたが、原子炉設置変更許可申請書（添付書類十）において、原子炉隔離時冷却系ポンプの運転下限である
0.74MPa[gage]まで流量91m3/hでの注水機能に期待していることから、定事検停止時における所内蒸気を使用した低圧運転点
での確認運転を実施することについて新たに規定する。なお、保安規定における流量は、前述の流量を上回るものとして93m3/hとする。

 主蒸気圧力を一定に保つための制御回路の制御範囲の下限は0.98MPa[gage]であり、低圧運転点の圧力は制御範囲外となる。
このため、仮に主蒸気を使用する場合、主蒸気圧力の制御を手動制御（タービンバイパス弁の開度調整）で行う必要があり、試験時
に主蒸気圧力を一定に保つことが困難である。
このため、低圧運転点では主蒸気ではなく、所内蒸気による確認運転を実施することとした。
なお、従前からの主蒸気での確認運転は引き続き実施することにより、これらの組み合わせにて実条件性能を確認する。

 上記の通り、新規制基準への対応のため、原子炉隔離時冷却系の第一水源を復水貯蔵タンクからサプレッションチェンバへ変更したこと、
また、低圧運転点における性能確認が必要なことから、以下のとおり保安規定を変更する。
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第41条 原子炉隔離時冷却系 低圧運転点での運転確認 概要図

注水ライン

所内蒸気ライン

６．説明事項① 既存条文の変更
第41条（原子炉隔離時冷却系）



10７．説明事項②第65条（SA設備のLCO/AOT）-全体概要-

（１）運転上の制限：全てのSA設備に設定。
・1N要求設備：1Nが動作可能であること
・2N要求設備：2Nが動作可能であること

※ 当該SA設備（A設備）に対して、基準要求を満足し、かつ同等な機能を有するSA設備（B設備）がある
場合は、LCO逸脱とはみなさない。

（２）確認事項
・サーベイランス頻度については保全計画に定める頻度以内とする（具体的には下表のように設定）。

（３）要求される措置・完了時間（AOT）
パターン１:ECCSのAOTを参考とする場合(表65-1(ATWS緩和設備)～14(MCR設備)、19(大量送水車))

・速やかに機能を代替するDB設備（γ設備）を確認（→AOTを3日間延長）
→3日間以内に同等な機能を持つSA設備（C設備）を確認（→AOTを30日間※延長）

※自主対策設備・代替措置（D設備）を確認する場合は10日間

パターン２:事故時計装のAOTを参考とする場合(表65-16(TSC)、17(通信連絡設備)、18(ホイールローダ))
・10日間以内に当該設備を「復旧する」または「代替品を補充する」※

※代替品の補充が完了した場合、LCO逸脱は継続だが、プラント停止措置には至らない。

パターン３：プラント停止を要求しないAOTの場合(表65-9(SFP設備)、15(監視測定設備))
・γ設備、C設備またはD設備を「速やかに」確認する措置を開始する（プラント停止措置なし）。

性能確認 動作確認

常設SA設備 定事検停止時毎 1箇月に1回

可搬型SA設備 定事検停止時毎 または1年（2年）に1回 3箇月に1回

A設備：当該LCO対象SA設備
B設備：基準要求を満足し、かつ同等な機能を有するSA設備
C設備：同等な機能を持つSA設備

D設備：自主対策設備または代替措置
γ設備：機能を代替するDB設備

柏崎刈羽・女川と同様



11７．説明事項② ー固有設備の条文追加ー
65-11-4（構内監視設備）

（輪谷貯水槽（西１）および（西２）
の北側方向）

カメラの状況把握イメージ（輪谷貯水槽（西１）および（西２））

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）輪谷貯水槽（西1）及び

輪谷貯水槽（西2)

凡例

：土石流危険区域（国土交通省国土政策局発行）

：カメラ監視不可範囲

：構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）設置場所

土石流危険区域① 土石流危険区域②

（外観）

（輪谷貯水槽（西１）および（西２）
の南側方向）

 重大事故等対応時に土石流危険区域①、②で土石流が発生した場合、重大事故等の水源である、輪谷貯水槽
（西１）および輪谷貯水槽（西２） （代替淡水源）を水源とした注水等が実施できなくなるおそれがあることから、
遅滞なく海水注水への切り替え等の決定・判断ができるよう、輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）周
辺の監視用に、構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）※を設置する設計としている（下図）。

なお、 LCO等については基本方針どおり設定する。

※構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は耐震性を有する設計とし、重大事故等発生時に中央制御室

において運転員より、また、緊急時対策所において緊急時対策要員により監視可能とする。



12７．説明事項② ー固有設備の条文追加ー
65-11-4（構内監視設備）

項 目 運転上の制限

構内監視設備 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）が動作可能であること

適用される原子炉の状態 設 備 所要数

運転
起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） １台

常設代替交流電源設備 ※１

可搬型代替交流電源設備 ※２

項 目 頻 度 担 当

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）が動作可能であることを確認する。 １箇月に１回 当直長

条 件 要求される措置 完了時間

A.構内監視カメラ（ガスタービン発電機
建物屋上）が動作不能の場合

A1.課長（計装）は、当該設備を動作可能な状態に復旧する。
または
A2.課長（計装）は、代替措置※３を検討し、原子炉主任技術者の確認

を得て実施する措置を開始する。

速やかに

速やかに

６５－１１－４ 構内監視設備

（１）運転上の制限

※１：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において運転上の制限等を定める。

※２：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）において運転上の制限等を定める。

（２）確認事項

（３）要求される措置

※３：代替品の補充等をいう。



13７．説明事項② －固有設備のLCOの設定ー
65-12-3、4（電源設備）

 重大事故等対応時には、原子炉隔離時冷却系機器へ給電するための直流電源設備として、230V系充電器
（RCIC）、230V系蓄電池（RCIC）および230V系充電器（常用）を使用する。

 基本方針に基づき、65-12-3 （所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替直流電源設備）では、 230V
系充電器（RCIC）および230V系蓄電池（RCIC）についてLCO/AOTを設定し、65-12-4（可搬型直流電源
設備）では、230V系充電器（常用）についてLCO/AOTを設定している。

 上記設備のLCOが適用される原子炉の状態については、基本方針における「適用する原子炉の状態の基本的な考
え方」と相違はなく、その機能を代替する設計基準事故対処設備が適用される原子炉の状態を基本としたうえで、当
該の重大事故等対処設備の機能を勘案し、「運転、起動および高温停止」とした。なお、基本方針の例示では「運転，
起動，高温停止，冷温停止及び燃料交換」である。

基本方針（4.3添付-6 a.）抜粋

【適用する原子炉の状態の基本的な考え方】

ａ．重大事故等対処設備に対するLCOを適用する原子炉の状態については、その機能を代替する設計基準事故対

処設備（例：格納容器スプレイ冷却系）が適用される原子炉の状態を基本として設定する。 ただし，重大事

故等対処設備の機能として，上記における設計基準事故対処設備の原子炉の状態の適用範囲外においても要

求される場合があることから，当該の重大事故等対処設備の機能を勘案した原子炉の状態の設定が必要となる。

 230V系充電器（RCIC）、230V系蓄電池（RCIC）および230V系充電器（常用）の機能を代替する設計基
準事故対処設備は、非常用交流電源設備および非常用直流電源設備であり、原子炉運転中に機能が要求される
原子炉隔離時冷却系への給電設備であることから、保安規定第41条（原子炉隔離時冷却系）、保安規定第58
条（非常用ディーゼル発電機その１）および保安規定第61条（直流電源その１）と同期間の「運転、起動および
高温停止」をLCO適用期間として設定（次頁参照）。
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SA設備
機能を代替するDB設備

保安規定条文

適用される原子炉の状態

運転、起動、高温停止 冷温停止、燃料交換

65-12-3
所内常設蓄電式直流電源設備および常
設代替直流電源設備
（230V系充電器・蓄電池（RCIC））

・非常用交流電源設備
保安規定第58条
・非常用直流電源設備
保安規定第61条

65-12-4
可搬型直流電源設備
（230V系充電器（常用））

・非常用交流電源設備
保安規定第58条
・非常用直流電源設備
保安規定第61条

第41条
原子炉隔離時冷却系

第58条
非常用ディーゼル発電機その１

第61条
直流電源その１

適用期間

適用期間

適用期間

適用期間

適用期間

７．説明事項② －固有設備のLCOの設定ー
65-12-3、4（電源設備）
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65-12-3、4 直流電源単線結線図

７．説明事項② －固有設備のLCOの設定ー
65-12-3、4（電源設備）

給電対象設備



16７．説明事項② －先行BWRプラントとの相違ー
65-2-1（高圧原子炉代替注水系）

適用される原子炉の状態 設 備 所要数

運転
起動
高温停止
（原子炉圧力が0.74MPa[gage]
以上の場合）

高圧原子炉代替注水ポンプ※４ １台

サプレッションチェンバ ※４

可搬型代替交流電源設備 ※５

可搬型直流電源設備 ※６

常設代替交流電源設備 ※７

常設代替直流電源設備 ※８

項 目 運転上の制限

高圧原子炉代替注水系
（中央制御室からの遠隔起動）

高圧原子炉代替注水系が動作可能であること※１※２※３

（１）運転上の制限

※１：必要な弁および配管を含む。
※２：原子炉隔離時冷却系の起動準備中および原子炉隔離時冷却系の運転中は、高圧原子炉代替注水系の動作不能とはみなさない。
※３：当該系統が動作不能時は、第４１条（原子炉隔離時冷却系〔２号炉〕）の運転上の制限も確認する。
※４：第４６条（サプレッションチェンバの水位）において運転上の制限等を定める。
※５：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）において運転上の制限等を定める。
※６：第６５条（６５－１２－４ 可搬型直流電源設備）において運転上の制限等を定める。
※７：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において運転上の制限等を定める。
※８：第６５条（６５－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替直流電源設備）において運転上の制限等を定める。

 島根2号炉では、原子炉隔離時冷却系の第一水源を復水貯蔵タンクからサプレッションチェンバとすることとした。原子
炉隔離時冷却系と同等の機能を有する高圧原子炉代替注水系についても水源をサプレッションチェンバとしている。

 65-2-1（高圧原子炉代替注水系（中央制御室からの遠隔起動））において、第41条（原子炉隔離時冷却
系）と同様に、高圧原子炉代替注水系についても、原子炉圧力0.74MPa[gage]相当の所内蒸気での確認運転を
実施することとしている。



17７．説明事項② －先行BWRプラントとの相違ー
65-2-1（高圧原子炉代替注水系）

※９：所内蒸気圧力を原子炉圧力0.74MPa[gage] 相当※10 に調整して確認する。
※10：高圧原子炉代替注水系のタービン入口圧力を当該圧力相当とした場合の所内蒸気圧力をいう。

項 目 頻 度 担 当

1.高圧原子炉代替注水ポンプが動作可能であることを
確認※９する。また、ポンプの運転確認後、ポンプの
運転確認に際して使用した弁が待機状態にあること
を確認する。

定事検停止時
に１回

課長
（原子炉）

2.高圧原子炉代替注水系における注入弁が開すること
およびタービン蒸気入口弁が動作可能（中操全
閉）であることを確認する。また、動作確認後、動
作確認に際して作動した弁の開閉状態を確認する。

定事検停止時
に１回

当直長

3.原子炉圧力が0.98MPa[gage]以上において、高
圧原子炉代替注水ポンプの流量が図65-2-1に定
める領域内にあることを確認する。また、ポンプの運
転確認後、ポンプの運転確認に際して使用した弁が
待機状態にあることを確認する。

定事検停止時
の原子炉起動
中に１回

当直長

4.高圧原子炉代替注水系における注入弁が開すること
を確認する。また、動作確認後、動作確認に際して
作動した弁の開閉状態を確認する。

定事検停止時
の原子炉起動
中に１回

当直長

5.原子炉圧力が0.98MPa[gage]以上において、高
圧原子炉代替注水ポンプの流量が図65-2-1に定
める領域内にあることを確認する。また、ポンプの運
転確認後、ポンプの運転確認に際して使用した弁が
待機状態にあることを確認する。

１箇月に１回 当直長

6.原子炉圧力が0.98MPa[gage]以上において、高
圧原子炉代替注水系における注入弁が開することを
確認する。また、動作確認後、動作確認に際して
作動した弁の開閉状態を確認する。

１箇月に１回 当直長

（２）確認事項 図65-2-1



18７．説明事項② －先行BWRプラントとの相違ー
65-2-1（高圧原子炉代替注水系）

65-2-1 高圧原子炉代替注水系 低圧運転点での運転確認 概要図

注水ライン

所内蒸気ライン
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 65-5-4において、島根2号炉では、「残留熱代替除去ポンプ（100%容量×2台）」を新設している。

 残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟（非管理区域）に設置する。サプレッションチェンバを水源として当該ポ
ンプの確認運転を行った場合、非管理区域の配管等に放射性物質を含む流体が流れることになるため、放射線防護
上の観点から、残留熱代替除去ポンプの確認運転用として非管理区域にテストタンクを設けることとしている。

 残留熱代替除去系の性能確認については、当該テストタンクを水源として実施する場合であっても、サプレッションチェン
バを水源とした残留熱除去系の確認運転および弁の動作確認を組み合わせることで実条件性能を確認できる。

７．説明事項② －先行BWRプラントとの相違ー
65-5-4（残留熱代替除去系）

65-5-4 残留熱代替除去系 サーベイランス時の概要図



20８．説明事項③第17条等（体制の整備）-全体概要-

火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害、有毒ガス、重大事故等、大規模損壊発生
時の体制の整備

 実用炉規則、保安規定審査基準、技術的能力審査基準における規制要求事項を踏まえ、
体制の整備に必要となる基本的な事項は以下のとおり。

1. 活動に関する計画を策定すること

2. 活動を行うために必要な要員を配置すること
3. 要員に対し、教育および訓練を定期的に実施すること

4. 必要な資機材を配備すること

5. 活動を行うために必要な手順を整備すること
6. 手順に基づき必要な活動を実施すること

7. 上記事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じること

体制の整備に必要な基本的な事項

上記に加え、各事象の個別の規制要求事項を踏まえ、

• 保安規定第17条（火災発生時の体制の整備）、第17条の2（内部溢水発生時の体制の整備）、
第17条の3（火山影響等発生時の体制の整備）、第17条の4（その他自然災害発生時等の体制の
整備）、第17条の5（有毒ガス発生時の体制の整備）、第17条の7（重大事故等発生時の体制の
整備）および第17条の8（大規模損壊発生時の体制の整備）に体制の整備に係る枠組みを規定。

• 保安規定の添付2および3に原子炉設置変更許可申請書に記載された運用要求事項を規定するととも
に、その活動に必要となる資機材を管理することを規定。

柏崎刈羽・女川と同様



21８．説明事項③第17条等（体制の整備）-全体概要-

保安管理体制
保安規定第4条に定める体制のもと、火災・内部溢水・火山影響・その他自然災害、
有毒ガス発生時における体制（要員の配置、教育および訓練等）を整備

火災・火山影響等発生時の体制の整備
保安規定審査基準要求事項を踏まえて記載

要員の配置

第17条、第17条の3

教育および訓練 活動（手順書）

資機材の配備

内部溢水、その他自然災害、
有毒ガス発生時の体制の整備

火災・火山影響等発生時の記載内容に準じて記載

要員の配置

第17条の2、4、5

教育および訓練 活動（手順書）

資機材の配備

添付2 火災、内部溢水、火山影響等、その他自然
災害および有毒ガス対応に係る実施基準

•原子炉設置変更許可申請書に記載された運用要
求事項を規定するとともに、その活動に必要となる
資機材を管理することを規定する。

•自然災害については、原子炉設置変更許可申請
書において運用要求事項を規定する地震、津波、
竜巻等を添付に整備する。

柏崎刈羽・女川と同様



22８．説明事項③第17条等（体制の整備）-全体概要-

保安管理体制
保安規定第4条に保安に関する組織の体制を定めており、その体制のもと、重大事
故等発生時および大規模損壊発生時における体制（要員の配置、教育および訓
練等）等を整備

重大事故等発生時の体制の整備

要員の配置
•実施組織およびその支援組
織の役割分担および責任者
•要員招集のための連絡体制
•発電所内外への情報提供
•発電所外部からの支援 等

第17条の7

大規模損壊発生時の体制の整備

要員の配置

第17条の8

教育および訓練 手順書

資機材の配備

添付3 重大事故等および大規模損壊対応に係る
実施基準

•重大事故等対処設備に係る事項
•重大事故等対策における復旧作業に係る事項
•発電所外部からの支援に関する事項
•手順書の整備、教育および訓練、実施体制の整備に
関する事項

【手順】
•緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順
•原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉
を冷却するための手順 等

資機材の配備
•必要な資機材名称
•必要な数量
•配備場所
•点検頻度
•点検実施箇所 等

教育および訓練
•教育実施者、教育対象者
•要員の役割に応じた教育項
目とその内容
•実施頻度
•実施後の評価 等

手順書
•炉心損傷防止対策
•原子炉格納容器破損防止
対策
•使用済燃料貯蔵設備に貯
蔵する燃料体の損傷防止
対策
•原子炉停止時の燃料体破
損防止対策保安規定第１０章に、保安

教育として教育の内容、対象
者等を整理

体制の整備（要員の配置、教育および訓練等）に係る計画を定め、計
画に基づき実施し、定期的に評価を行い、継続的に改善を行う管理の枠
組みを規定する。
具体的な実施内容は、添付3の実施基準を満足するよう、２次文書他へ
定める。

柏崎刈羽・女川と同様



23８．説明事項③第17条の3 –火山影響等発生時の体制の整備–
８．１ 全体概要

島根原子力発電所2号炉の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下「実用炉則」とい
う。）第八十三条に係る対応の概要を表１に示す。

表１．実用炉則第八十三条第一号ロ(1)、ロ(2)、ロ(3)及び第四号に係る対応の概要について

要求事項 対応方針

一号ロ
(1)

火山現象による影響が発生し、又は発生するおそれがある場
合（以下この号において「火山影響等発生時」という。）にお
ける非常用交流動力電源設備の機能を維持するための対
策に関すること。

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系の吸気ラインに改良型
フィルタを取り付け、2台運転を行う。

一号ロ
(2)

(1)に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電
源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を
維持するための対策に関すること。

高圧原子炉代替注水系を使用し、原子炉圧力容器内へ注水
することにより炉心の冷却を行うが、降灰が24時間継続した場
合においても冷却が可能となるよう、注水開始後に水源をサプ
レッションチェンバから復水貯蔵タンクに切り替える。

一号ロ
(3)

(2)に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電
源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するため
の対策に関すること。

原子炉隔離時冷却系を使用し、原子炉圧力容器内へ注水す
ることにより炉心の冷却を行うが、降灰が24時間継続した場合
においても冷却が可能となるよう、注水開始後に水源をサプレッ
ションチェンバから復水貯蔵タンクに切り替える。

四号

前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又
は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要
な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備
すること。

緊急時対策所の居住性確保、通信連絡設備の機能確保のた
めの手順を整備する。

【補足】島根2号炉の原子炉設置変更許可申請書（添付書類十）の「全交流動力電源喪失」事象での対応との比較（ロ（２）、（３）対応）
 原子炉設置変更許可申請書（添付書類十）の全交流動力電源喪失事象においては、サプレッションチェンバを水源として、原子炉隔離時冷却

系または高圧原子炉代替注水系（以下「高圧注水系」という。）による原子炉注水を実施する。
サプレッションチェンバの水温が上昇し100℃に到達（事象発生約8時間後）した場合には、高圧注水系の機能維持が困難となる恐れがあるため、
原子炉の急速減圧を行い、屋外の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水に切り替えて対応する。

 火山影響等発生時においては、降灰により屋外の低圧原子炉代替注水系（可搬型）に期待できないことから、建物等内に設置され、降灰の影
響を受けない高圧注水系による原子炉注水を24時間継続させるため、外部水源である復水貯蔵タンク（設計基準対象施設）を用いる。



24８．説明事項③第17条の3 –火山影響等発生時の体制の整備–
８．２ 一号ロ（１）の対応方針

 非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系については、給気フィルタが降下火砕物によって閉塞することが想定
されるため、火山影響等発生時には、屋外に設置された給気口に改良型フィルタを取り付けることによって機
能を維持する。

 改良型フィルタは性能確認試験により、降灰が24時間継続した場合においても閉塞しないことを説明する。

 

非常用ディーゼル発電機
Ａ系およびＢ系給気口

接続ダクト
（着脱式）

アタッチメント
（着脱式）

改良型フィルタ

非常用ディーゼル発電機Ａ系およびＢ系への改良型フィルタ取付け 概要図
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８．３ 一号ロ（２）の対応方針
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MO 

MO 
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MO 

MO 

※ 

高圧原子炉代替注水系使用時の系統概要図

開→閉

開→閉

閉→開閉→開

：高圧原子炉代替注水系（蒸気系）

：高圧原子炉代替注水系（注水系（切替後））

：高圧原子炉代替注水系（注水系（切替前））

：復水貯蔵タンクへの水源切替え時の操作対象弁の
開閉状態

閉→開

開→閉

凡例

 火山影響等発生時に全交流動力電源が喪失し、かつ、原子炉隔離時冷却系の機能が喪失した場合は、高圧原子炉代替
注水系（タービン駆動の常設施設）により炉心冷却を実施するが、水源であるサプレッションチェンバの水温上昇により高圧
原子炉代替注ポンプの運転継続が困難となる可能性があるため、降灰が24時間継続した場合においても冷却が可能となる
よう、全交流動力電源喪失（TBU）の有効性評価での対応と異なり、注水開始後に水源をサプレッションチェンバから復水
貯蔵タンクに切り替えることから、復水貯蔵タンクを水源として使用できることを説明する。

 高圧原子炉代替注水系による炉心冷却について、復水貯蔵タンクにより24時間継続できる水量を確保する。
 復水貯蔵タンクは降下火砕物に対して構造健全性を有することを説明する。

比較対象として、サプレッションチェンバを使用した全交流動力電源喪失（TBU）の有効性評価での対応を次頁に示す。







先行BWRプラントと相違。有効性評価と異なる水源を用いた対
応は、先行PWRプラント（川内，玄海）と同様

下線：



26８．説明事項③第17条の3 –火山影響等発生時の体制の整備–
８．３ 一号ロ（２）の対応方針 有効性評価（TBU）での対応

 全交流動力電源喪失後、原子炉水位低（レベル2）で原子炉隔離時冷却系の自動起動に失敗した後、サプレッションチェ
ンバを水源とした高圧原子炉代替注水系を手動起動することにより原子炉水位は維持される。（図1）

 事象発生から約8時間経過した時点で、原子炉の急速減圧を実施し、原子炉減圧後に低圧原子炉代替注水系（可搬
型）による原子炉注水を開始する。（図2）

図1 高圧原子炉代替注水系による原子炉注水系統概略図＊ 図2 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉減圧
および原子炉注水系統概略図＊

下線：火山影響等発生時と異なる対応

島根原子力発電所2号炉 重大事故等対策の有効性評価 第2.3.2.1-1(1)図
「全交流動力電源喪失（TBU）」の重大事故等対策の概略系統図（原子炉注
水）より

＊：

島根原子力発電所2号炉 重大事故等対策の有効性評価 第2.3.2.1-1(2)図
「全交流動力電源喪失（TBU）」の重大事故等対策の概略系統図（原子炉減
圧，原子炉注水及び原子炉格納容器冷却）より

＊：



27８．説明事項③第17条の3 –火山影響等発生時の体制の整備–
８．４ 一号ロ（３）の対応方針

原子炉隔離時冷却系使用時の系統概要図

開→閉

閉→開

：原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

：原子炉隔離時冷却系（注水系（切替後））

：原子炉隔離時冷却系（注水系（切替前））

：復水貯蔵タンクへの水源切替え時の操作対象弁の
開閉状態

閉→開

開→閉

凡例

 火山影響等発生時に全交流動力電源が喪失した場合は、原子炉隔離時冷却系（タービン駆動の常設施設）により炉心
冷却を実施するが、第一水源であるサプレッションチェンバの水温上昇により原子炉隔離時冷却系ポンプの運転継続が困難と
なる可能性があるため、降灰が24時間継続した場合においても冷却が可能となるよう、全交流動力電源喪失（長期TB）の
有効性評価での対応と異なり、注水開始後に水源をサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクに切り替える。

 原子炉隔離時冷却系による炉心冷却について、復水貯蔵タンクにより24時間継続できる水量を確保する。
 復水貯蔵タンクは降下火砕物に対して構造健全性を有することを説明する。

比較対象として、サプレッションチェンバを使用した全交流動力電源喪失（長期TB）の有効性評価での対応を次頁に示す。







先行BWRプラントと相違。有効性評価と異なる水源を用いた対
応は、先行PWRプラント（川内，玄海）と同様

下線： 
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28８．説明事項③第17条の3 –火山影響等発生時の体制の整備–
８．４ 一号ロ（３）の対応方針 有効性評価（長期TB）での対応

 全交流動力電源喪失後、原子炉水位低（レベル2）で原子炉隔離時冷却系が自動起動し、サプレッションチェンバを水源と
した原子炉隔離時冷却系によって原子炉水位は維持される。（図1）

 事象発生から約8時間経過した時点で、原子炉の急速減圧を実施し、原子炉減圧後に低圧原子炉代替注水系（可搬
型）による原子炉注水を開始する。（図2）

図1 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水系統概略図＊ 図2 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉減圧
および原子炉注水系統概略図＊

下線：火山影響等発生時と異なる対応

島根原子力発電所2号炉 重大事故等対策の有効性評価 第2.3.1.1-1(1)図
「全交流動力電源喪失（長期TB）」の重大事故等対策の概略系統図（原子炉
注水）より

＊：

島根原子力発電所2号炉 重大事故等対策の有効性評価 第2.3.1.1-1(2)図
「全交流動力電源喪失（長期TB）」の重大事故等対策の概略系統図（原子炉
減圧，原子炉注水及び原子炉格納容器冷却）より

＊：



29９．説明事項④安全文化の育成および維持活動体制の見直し

 原子力安全文化の監視・評価機能（組織）の新規規定

当社は、過去の点検不備問題（2010年1月）やLLW流量計問題（2015年6月）における原子力安全文化の育
成および維持活動に関する課題（報告する文化、問いかける姿勢）への対応として、発電所組織・社員を中心とした原
子力安全文化の改善・浸透を図ってきた。また、2020年2月に発生したサイトバンカ未巡視問題を踏まえ、協力会社の
原子力安全文化の育成および維持活動へ当社が関与するとともに、電源事業本部（原子力品質保証）に監視評価グ
ループを設置し、協力会社も含めた組織・社員の日常業務におけるふるまいを監視して、当社の「原子力安全文化醸成
方針」等とのギャップを検出・是正するとともに、ギャップの傾向分析評価から原子力安全文化の劣化兆候を捉えて、その
改善を図ることとした。

2021年6月、本社組織が関与した特重非公開ガイド誤廃棄事案について規制庁へ報告したが、その再発防止対策と
しても、本社組織におけるQMS活動を確実にすることに加え、この監視評価グループの活動を本社組織にも適用すること
が有効と判断した。そこで、監視評価グループを保安の組織として新たに保安規定に定め、その活動を確実なものとする。

1. 組織名称の変更
原子力安全文化の育成および維持に係る監理を主たる業務としていることを明確にするため、組織名称を電源事業
本部（原子力品質保証）から電源事業本部（原子力安全監理）に変更する。

2. 保安の組織の新規規定
電源事業本部（原子力安全監理）に設置する原子力安全文化の育成および維持活動の取り組み状況の監視・
評価を行う組織（監視評価グループ）およびそのマネージャーの職務を、保安規定に定める。

3. 監視・評価組織の発電所在勤
監視評価グループは、「現場・現物・現実」の三現主義で業務遂行するため現場観察を重視し、監視活動範囲が広
い島根原子力発電所に在勤しながら、原子力部門全体への監視を行うものとする。

保安規定第４条（保安に関する組織）および第５条（保安に関する職務）に規定する。（第２編も同様。）



30９．説明事項④安全文化の育成および維持活動体制の見直し

 原子力安全文化の育成および維持活動体制の一元化

2010年１月に判明した点検不備問題への対策として、原子力強化プロジェクトを設置して電源事業本部と連携して
取り組んできた原子力安全文化の育成および維持活動等に関する課題への対応は、その活動が電源事業本部の日常
業務として定着しており、原子力強化プロジェクトの当初の目的は達成したものと評価している。

そこで、原子力強化プロジェクトを廃止し、原子力安全文化の育成および維持活動の体制を電源事業本部に一元化す
る。

1. 電源事業本部長が、原子力安全文化有識者会議との対応を含む安全文化の育成および維持を推進するための活
動を統括する。これにより、電源事業本部が、有識者会議と直接的に関わることになり、有識者会議の意見・提言を
直接受けることで原子力安全文化の育成および維持活動にタイムリーに反映でき、自律的かつ主体的に原子力安
全文化の育成および維持活動に取り組むことができるようになる。

2. 原子力強化プロジェクト長の活動としていた「健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応業務および
その有効性評価」は、電源事業本部の日常業務として定着していることから、これを保安規定から削除する。

保安規定第２条の３（安全文化の育成および維持）に規定する。（第２編も同様。）



31

監視評価グループ

９．説明事項④安全文化の育成および維持活動体制の見直し

監視・評価機能

監視・評価

 組織名称を電源事業本部（原子力品質保証）から電源事業本部（原子力安全監理）に変更し、監
視評価グループを保安規定に定める。

 原子力強化プロジェクトを廃止し、これまで原子力強化プロジェクトと電源事業本部が連携して取り組んで
きた原子力安全文化の育成および維持活動を電源事業本部に一元化する。

※ 原子力安全文化有識者会議

社 長

統 括：電源事業本部長

総括業務：電源事業本部部長
（原子力品質保証）
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会
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指示・意見
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プロジェクト
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通達 報告

社 長
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総括業務：電源事業本部部長
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通達 報告

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

協力会社

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

監視・評価機能(組織)の新規規定と
体制の一元化

【保安規定変更前（現行）】 【保安規定変更後】

※ 原子力安全文化有識者会議

当社と同等の
活動等を要求

報告
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原子力安全文化の育成および維持のPDCA

９．説明事項④安全文化の育成および維持活動体制の見直し

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ 電源事業
本部

活動方針・活動計画

マネジメント
レビュー
アウトプット

活動
実施

マネジメントレビュー

監
視
活
動

【原子力安全文化の自己評価項目】
• 各組織の活動実績
• 意識調査（アンケート）

• パフォーマンス指標 など

監視評価グループ【新規規定】
① 電源事業本部の実務部門の業務運営から独立した組織として監

視を行い、「原子力安全文化醸成方針」や「行動基準」とのギャップ
を検出

② 個別のギャップのうち、速やかな対応が必要なものはコーチングを実施
③ 集積したデータを踏まえた分析から、原子力安全文化に関する指摘

事項や劣化兆候を評価
④ 評価した指摘事項や劣化兆候をマネジメントレビューにインプット

内部監査部門
規制要求に基づき、保安活動のための品質保証活動の各業
務（PDCA）の適合性と実効性を確認

• 監視・評価のアウトプット

 原子力安全文化の監視・評価機能
• 電源事業本部の実務部門の業務運営から独立した立場でその活動（現場作業、会議、不適合管理等）を監視することにより、これまでの自己
評価では検出できなかった原子力安全文化のギャップを検出する。

• 監視評価グループの指摘は、電源事業本部の自己評価の一部としてマネジメントレビューへインプットする。
• これにより、原子力安全文化の改善を図り、組織の原子力安全文化レベルを継続的に高めることで、不正や不適切な行動・判断を許容しない組
織としていく。

【監視対象】
日常業務のふるまい
•現場作業
•会議
•不適合管理情報
• パフォーマンス指標 など

• 現場観察
• 会議観察
• 文書・データレビュー
• インタビュー など

監査

評価
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 実施事項の追加・変更、判断基準の変更等、主旨に変更のある条文について、「変更概要」および「関連する法令／上
流文書等」を下表のとおり整理した。

 なお、説明事項として抽出した条文（既出）については、赤枠にて表示している。

 下表における「先行BWRプラントと相違なし」とは、柏崎刈羽または女川の運用に係る記載と相違がないことを示している。

変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第２条の３、第124条
（安全文化の育成およ
び維持）
第４条、第126条
（保安に関する組織）
第５条、第127条
（保安に関する職務）

•原子力安全文化の育成および維持に係る取り組
み状況の監視・評価に関する職務を規定する。
•電源事業本部の組織を改正し、原子力安全文化
の育成および維持活動の体制を一元化する。

ー 【説明事項④】
・安全文化の育成および
維持活動体制の見直し

第５条
（保安に関する職務）

・保安に関する職務に、新規追加された第17条等
の体制の整備に関する業務を追加する。

ー ー

第７条
（原子力発電保安
運営委員会）

保安運営委員会の審議事項に、新規追加された
第17条等の体制の整備に関する手順を追加する。

（第17条等に関連した変更） ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第８条
（原子炉主任技術者の
選任）

・選任要件に3年以上の実務経験等を追加。
・２号炉の原子炉主任技術者について、職務を遂
行できない場合として、非常招集可能なエリア外
に離れる場合を含むことを明確化する。

【実用炉規則第95条】
（第17条等に関連した変更）

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第９条
（原子炉主任技術者の
職務等）

原子炉主任技術者の確認事項として、下記項目
等を追加する。
・第17条等の確認事項（成立性確認訓練および
大規模損壊訓練の実施計画、訓練結果等）
・第65条 SA設備LCO逸脱時の代替措置

（第17条等に関連した変更）
（65条に関連した変更）

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第12条
（運転員等の確保）

・設置変更許可で前提とした重大事故等の対応
に必要な力量を有するものを確保することを規定
する。
・訓練において力量がないと判断した場合には体制
から除外するとともに、代わりの要員を確保するこ
とを規定する。
・要員確保の見込みがない場合は原子炉停止措
置を実施することを規定する。

【設置変更許可申請書
添付書類十 必要人数】
・重大事故等対策要員
（２号炉運転員７名を含む）38名
・自衛消防隊 ７名

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第12条の２
（運転管理業務）

・系統より切り離されている施設（可搬設備お
よび緊対設備等）の運転管理業務について規
定する。

【保安規定変更に係る基本方針】
可搬設備および緊急時対策所設備等に
ついては、１週間に１回～１箇月に１回程
度の頻度で巡視点検を行う。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第13条
（巡視点検）

・新たに追加した原子炉施設（SA設備や防護設
備等）についての巡視点検を規定する。
・系統より切り離されている施設（可搬設備お
よび緊対設備等）については、各課長が１箇月
を超えない期間で巡視点検を実施することを規
定する。

【保安規定変更に係る基本方針】
可搬設備および緊急時対策所設備等に
ついては、１週間に１回～１箇月に１回程
度の頻度で巡視点検を行う。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第14条
（規定類の作成）

作成する規定類として、第17条等の体制の整備
に関する事項を規定する。

（第17条等に関連した変更） ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第16条
（原子炉起動前の確認
事項）

・SA設備についても起動前確認の対象として規定
する。
・定事検停止時における確認項目は、最終確認
結果（動作確認を行う確認項目等については、
制御棒引抜前の１年以内の確認結果）として
規定する。

（第65条に関連した変更） ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第17条
～

第17条の８
（火災、内部溢水、火
山影響等、その他自然
災害、有毒ガス、重大事
故等発生時、大規模損
壊発生時の体制の整
備）
※17条の6を除く

・火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災
害、有毒ガス、重大事故等および大規模損壊
発生時における体制の整備について規定する。
・条文に体制の整備に係る枠組みを規定して、添
付２、添付３（実施基準）に設置変更許可
申請書で記載した運用要求事項を規定する。

（新規条文）

【保安規定審査基準】
想定する事象に応じて、次に掲げる措置を
講ずることが定められていること。
・原子炉施設の必要な機能を維持するため
の活動に関する計画を策定すること
・要員を配置すること
・計画に従って必要な活動を行わせること
・要員に対する教育及び訓練に関すること
・必要な資機材を備え付けること
・その他必要な機能を維持するための活動
を行うために必要な体制を整備すること

【説明事項③】
・全体概要

＜設置許可・設工認において
説明していない事項＞
・第17条の3 火山影響等
発生時の体制の整備

第17条の６
（資機材等の整備）

資機材等に関する運用事項（安全避難通路な
らびに避難用および作業用照明の整備、可搬型
照明の配備、警報装置および通信連絡設備の整
備ならびにそれらの手順の整備等）を規定する。

（新規条文）

【設置変更許可申請書添付書類八】
10.10.4 手順等
安全避難通路等は、以下の内容を含む
手順を定め、適切な管理を行う。
(2) 可搬型照明は、必要時に迅速に使用
できるよう、必要数及び保管場所を定め
る。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第18条の２
（原子炉冷却材圧力バ
ウンダリの隔離弁管理）

定事検停止後の原子炉起動前にRPVバウンダリ
隔離弁の閉止施錠状態の確認を規定する。

（新規条文）

【設置変更許可申請書添付書類八】
5.1.1.6 手順等
原子炉冷却材圧力バウンダリについては、
以下の内容を含む手順を定め、適切な管理
を行う。
(1)原子炉再循環系ドレン配管及び原子
炉浄化系原子炉圧力容器ドレン配管の
弁については、通常時又は事故時開となる
おそれがないように施錠管理によるハンドル
ロックを実施する。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第27条
（計測および制御設
備）

技術基準規則（解釈）の一部変更により、中央
制御室外原子炉停止装置（RSS)計装について、
高温停止に加え「引き続き低温停止できる機能を
有した装置であること」との要求が明確化されたこと
から、LCO適用される原子炉の状態を拡大（「運
転、起動および高温停止」）するとともに、LCO対
象の要素を拡大する（残留熱除去系ポンプ（残
留熱除去系制御）等の追加）。

【保安規定変更に係る基本方針】
・適用される原子炉の状態は、低温停止に
移行し維持することが必要となる状態として、
「運転、起動及び高温停止」とする。
・必要な操作器及び監視計器については、
低温停止への移行操作時に必要な主要
機器の操作器及び必要最低限のパラメー
タの監視計器を選定する。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第32条
（非常用炉心冷却系、
原子炉隔離冷却系およ
び高圧原子炉代替注水
系の系統圧力監視）

第65条（重大事故等対処設備）の新設追加に
伴う変更として、高圧原子炉代替注水系について
も系統圧力監視の対象として規定する。

（第65条に関連した変更） ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

第39条
（非常用炉心冷却系そ
の１）

高圧炉心スプレイ系の第一水源を復水貯蔵タンク
からサプレッションチェンバへ変更する。

【設計及び工事計画認可申請書】
3.6.1 高圧炉心スプレイ系

ー
（設備の相違のみであり、
第41条の変更に係る考え
方と同様）

第40条
（非常用炉心冷却系そ
の2）

高圧炉心スプレイ系の第一水源を復水貯蔵タンク
からサプレッションチェンバへ変更する。

【設計及び工事計画認可申請書】
3.6.1 高圧炉心スプレイ系

ー
（設備の相違のみであり、
第41条の変更に係る考え
方と同様）

第41条
（原子炉隔離時冷却
系）

①第65条（重大事故等対処設備）の新規追
加に伴う変更として、高圧原子炉代替注水系
起動準備および運転中は、原子炉隔離時冷
却系を動作不能とはみなさないことを規定する。

②低圧運転点（0.74MPa[gage]）での試験
について追記する。

③原子炉隔離時冷却系の第一水源を復水貯蔵
タンクからサプレッションチェンバへ変更する。

①（第65条に関連した変更）
②【設置変更許可申請書添付書類十】

3.1.3.1.2 炉心損傷防止対策の有効
性評価
原子炉隔離時冷却系は原子炉水位低
レベル２）で自動起動し、91m3/h
（8.21～0.74MPa[gage]において）の
流量で注水するものとする。

③【設計及び工事計画認可申請書】
3.7.1 原子炉隔離時冷却系

【説明事項①】
・先行BWRプラントとの相違

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第45条
（サプレッションチェンバの
平均水温）

第65条（重大事故等対処設備）の新規追加に
伴う変更として、高圧原子炉代替注水系確認運
転中のサプレッションチェンバへのタービン駆動蒸気
排出によるサプレッションチェンバ水温度上昇時の
措置を規定する。

（第65条に関連した変更） ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

第48条
（格納容器内の酸素濃
度）

設置変更許可申請書の重大事故等における有
効性評価においての前提条件として、酸素濃度の
制限値を変更する。

【設置変更許可申請書添付書類十Ⅱ】
3.2.4 水素燃焼
3.2.4.2 (2) 有効性評価の条件
a. (a) 酸素濃度
原子炉格納容器内の初期酸素濃度は、
運転上許容される上限の2.5vol％（ドライ
条件）とする。

ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

第49条
（原子炉棟）

設置変更許可申請書添付書類十の設計基準事
故解析（主蒸気管破断事故）で、原子炉建物
で原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルおよ
び主蒸気管トンネル室ブローアウトパネルの開放機
能が明確化されたことに伴い、本条文に原子炉建
物燃料取替階ブローアウトパネルおよび主蒸気管
トンネル室ブローアウトパネルを含むことを規定する。

【設置変更許可申請書添付書類十】
3.4.2 主蒸気管破断
(2) 事故拡大防止対策
ｃ．原子炉建物にブローアウト・パネル
を設け、事故時に原子炉棟内で発
生した蒸気を系外に導く。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第57条の３
（外部電源その３）

・設置許可基準規則第33条（保安電源設備）
の要求を踏まえ、２号炉の外部電源について
LCOを変更する。
・「３回線以上」および「独立性」を要求する。

【設置許可基準規則第33条】
・少なくとも２回線はそれぞれ互いに独立し
たもの（１つの変電所又は開閉所に接続
しないもの）であること。
・３回線以上接続することで、いかなる２回
線が喪失した場合においても、電力系統か
らの電力の供給が停止しないこと。

ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第60条
（非常用ディーゼル燃料
油等）

・設置許可基準規則第57条（電源設備）にお
いて、燃料移送系がSA設備（設計基準拡
張）と位置付けられたことから、LCO等を規定す
る。
・燃料貯蔵タンクの新設に伴い、燃料貯蔵量を変
更する。

【保安規定審査基準】
ＳＡ設備について運転状態に対応した
運転上の制限を満足していることの確認
の内容、LCOを満足していない場合に要
求される措置及び要求される措置の完了
時間が定められていること。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第61条
（直流電源その１）
第62条
（直流電源その２）

第65条（重大事故等対処設備）の新規追加に
伴う変更として、浮動充電時の蓄電池電圧を変
更する。

（第65条に関連した変更） ー
（既存条文との考え方に相
違なし）

第65条
（重大事故等対処設
備）

SA設備について、「基本方針」に基づき、LCO等
を規定する。

（新規条文）

【保安規定審査基準】
ＳＡ設備について運転状態に対応した運
転上の制限を満足していることの確認の内
容、LCOを満足していない場合に要求さ
れる措置及び要求される措置の完了時
間が定められていること。

【説明事項②】
・全体概要
・先行BWRプラントとの相違

＜固有設備の条文追加＞
・65-11-4
＜固有設備のLCOの設定
＞
・65-12-3
・65-12-4
＜先行BWRプラントとの相
違あり＞
・65-2-1
・65-5-4

第71条
（運転上の制限の確
認）

・確認事項が複数の条文で同一である場合は１
回の確認により複数の条文を実施したとみなす
ことができる旨を追加する。
・頻度の定義を明確化する。

（第65条に関連した変更） ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第73条
（予防保全を目的とした
保全作業を実施する場
合）

常時LCOが適用となる設備について、保全計画に
基づき計画的に運転上の制限外に移行する場合、
保全作業時の措置について規定する。

（第65条に関連した変更） ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第79条
（新燃料の貯蔵）

設置変更許可申請書添付書類八に記載した内
容を踏まえ、新燃料を燃料プールに貯蔵する場合
は、原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で、
燃料プールに１炉心以上の使用済燃料貯蔵ラッ
クの空き容量を確保することを規定する。

【設置変更許可申請書添付書類八】
4.1 燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備
燃料プールは、使用済燃料及び新燃料を
計画どおりに貯蔵した後でも、２号炉の炉心
内の全燃料を燃料プールに移すことができる
ような貯蔵能力を有した設計とする。

ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

第84条
（使用済燃料の貯蔵）

設置変更許可申請書添付書類八に記載した内
容を踏まえ、燃料プール周辺に設置する設備につ
いて、燃料プールに影響を及ぼす落下物となる可
能性が考えられる場合は、落下を防止する措置を
講じることを規定する。

・第79条と同じ
・【設置変更許可申請書添付書類八】
4.1.1.6 手順等
(1) 燃料プールへの重量物落下防止対策
ａ．燃料プール周辺に設置する設備や
取り扱う吊荷については、あらかじめ定
められた評価フローに基づき評価を行
い、燃料プールに影響を及ぼす落下
物となる可能性が考えられる場合は落
下防止措置を実施する。

ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

第84条の２
（使用済燃料の運搬）

原子炉建物天井クレーンにより使用済燃料輸送
容器を燃料プール上で取り扱う場合は、キャスク置
き場ゲートを閉止することおよび使用済燃料輸送
容器の移動範囲や移動速度を制限することを規
定する。

【設工認説明書】
（原子炉建物天井クレーン）
燃料プール上を通過することがないよう、イン
ターロックによる可動範囲制限を行う。

ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

第106条
（施設管理計画）

「基本方針」に基づき、新規制基準で新たに追加
となるＳＡ設備等を保全対象範囲として規定する。

【基本方針】
4.5.2 施設管理計画における新規制基準
の取扱いについて
新規制基準で新たに追加する
・重大事故等対処設備
・自主対策設備
・大規模損壊時の対応に使用する設備
・新たに追加された防護対象設備
・防護対象設備を防護するための設備（竜
巻防護ネット等）
を発電用原子炉施設として保全対象範囲
に加える。

ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

第117条
（所員への保安教育）

第17条等に係る保安教育項目を追加する。 （第17条等に関連した変更） ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第118条
（協力会社従業員への
保安教育）

第17条等に係る保安教育項目を追加する。 （第17条等に関連した変更） ー
（基本方針および先行
BWRプラントと相違なし）

第139条
（電源機能喪失時等の
体制の整備）

電源機能喪失時等の体制の整備に火山影響等
発生時の体制の整備に関する事項を追加する。

【保安規定審査基準（廃止措置段階）】
法第４３条の３の３４第２項の認可を受
けた廃止措置計画に則した対策が機能する
よう、想定する事象に応じて、次に掲げる措
置を講ずることが定められていること。
・火山影響等発生時における非常用交流
動力電源設備の機能を維持するための対
策に関すること。

ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

第154条
（放射性液体廃棄物の
管理）

2号炉と共用していた1号炉の放射性液体廃棄物
処理系の共用取止めに伴い、試料採取箇所から
２号設備を削除する。

【設置変更許可申請書添付書類八】
1.10.1 発電用原子炉設置変更許可申
請（平成25 年12 月25 日申請）に係る
実用発電用原子炉及びその附属施設の位
置、構造及び設備の基準に関する規則への
適合
（放射性廃棄物の処理施設）
第二十七条
適合のための設計方針
１ 一 について
（略）
なお、２号炉と共用することとしていた１号
炉の機器ドレン系、床ドレン・再生廃液系、
シャワ・ドレン系は共用を取止めることとするが、
２号炉の運用に必要な容量及び処理能力
を有する設備を２号炉において設置している
こと並びに２号炉からシャワ・ドレン廃液は発
生しない運用とすることから、液体廃棄物の
処理能力に影響はない。

ー
（既存条文との考え方に相
違なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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変更条文 変更概要 関連する法令／上流文書 等 説明事項抽出結果

添付１
原子炉がスクラムした場
合の運転操作基準
（第76条関連）

重大事故等時の運転操作手順として、以下を追
加するとともに、添付３との紐づけを行う。
・二次格納容器制御（二次格納施設制御、
燃料プール水位・温度制御）
・電源制御（交流／直流電源供給回復）

【設置変更許可申請書添付書類十】
有効性評価重要事故シーケンス等における
対応手順

ー
（先行BWRプラントと相違
なし）

添付２
火災、内部溢水、火山
影響等、その他自然災
害および有毒ガス対応に
係る実施基準

（第17条、第17条の２、
第17条の３、第17条の
４および第17条の５関
連）

火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害
および有毒ガス対応に係る体制の整備として、設
置変更許可申請書に記載された運用要求事項
を規定する。

（新規作成）

【設置変更許可申請書添付書類八】
（例）
10.5.1 津波に対する防護設備
水密扉については、開放後の確実な閉
止操作、閉止状態の確認及び閉止され
ていない状態が確認された場合の閉止操
作の手順等を定める。

1.6 火災防護に関する基本方針
中央制御室の制御盤内の火災について
は、電気機器への影響がない二酸化炭
素消火器で消火を行う。

【説明事項③】
・全体概要

＜新規制基準対応であるが、
設置許可・設工認において説
明していない事項がある＞
・第17条の3 火山影響等
発生時の体制の整備

添付３
重大事故等および大
規模損壊対応に係る実
施基準
（第17条の７および第
17条の８関連）

重大事故等および大規模損壊対応に係る体制の
整備として、設置変更許可申請書に記載された
運用要求事項を規定する。

（新規作成）

【設置変更許可申請書添付書類十】
（例）
１.1 重大事故等対策

重大事故等が発生した場合、緊急時
対策要員は、緊急時対策所に参集し、
要員の任務に応じた対応を行う。

【説明事項③】
・全体概要

添付４
管理区域図（第91条、
第92条関連）

屋内アクセスルート確保のため第２チェックポイント
のレイアウト変更およびサイトバンカ床ドレン配管改
造工事に伴い、管理区域図を変更する。

【保安規定審査基準】
管理区域を明示し、管理区域における他
の場所と区別するための措置を定め、管理
区域の設定及び解除において実施すべき事
項が定められていること。

ー
（既存条文との考え方に相
違なし）

１０．その他 保安規定変更箇所
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【参考資料】
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＜LCO設定の考え方＞

 可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注水設備（原子炉建物の外から水又は電
力を供給するものに限り。）については、「１基あたり２セット以上持つこと」と要求されていることから、２NをLCOとする。

 その他の重大事故等対処設備については、基本的には１NをLCOとし、各個別設備に対する要求を踏まえ設定する。

＜AOT設定の考え方＞

 重大事故等対処設備のAOTについては、設計基準事故対処設備の機能喪失を前提に規制上の要求があることを
踏まえて設計基準事故対処設備のAOTを参考として設定する。

【適用される原子炉の状態の基本的な考え方】

• 重大事故等対処設備に対するLCOを適用する原子炉の状態については、その機能を代替する設計基準事故対処
設備が適用される原子炉の状態を基本として設定する。

ただし、重大事故等対処設備の機能として、上記における設計基準事故対処設備の原子炉の状態の適用範囲外

においても要求される場合があることから、当該の重大事故等対処設備の機能を勘案した原子炉の状態の設定が

必要となる。

• 機能を代替する対象の設計基準事故対処設備が明確でない重大事故等対処設備については、当該設備の機能
が要求される重大事故等から判断して、個別に適用する原子炉の状態を設定する。

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-1-1
（ARI）

１N 運転、起動 ー ー
代替RPT、ADS作
動阻止、代替ADS
作動阻止、SLC

ー

65-1-2
（代替RPT）

１N 運転、起動 ー ー ARI ー

65-2-1
（HPAC 中央起動）

１N
運転、起動、
高温停止※１ ー HPCS RCIC ー

65-2-2
（HPAC／RCIC
（現場起動）

１N
運転、起動、
高温停止※１

HPAC／RCIC
現場起動※２ HPCS

HPAC／RCIC
の中央起動

ー

65-2-3
（SLC）

１N
運転、起動、
高温停止

ー HPCS、RCIC※３ ー ー

65-3-1
（代替ADS）

１N
運転、起動、
高温停止※４ ー ー SRV手動減圧 ー

65-3-2
（SRV手動減圧）

１N
運転、起動、
高温停止

ー HPCS、RCIC ー ー

65-3-3
（SRV機能回復）
（電源回復）

１N
運転、起動、
高温停止

可搬型直流電源
設備／SRV用可搬
型蓄電池※５

直流電源 ー 代替品の補充

65-3-3
（SRV機能回復）

（ADS）
１N

運転、起動、
高温停止

ー ADSアキュムレータ ー 代替品の補充

※１：原子炉圧力が0.74MPa[gage]以上。
※２：HPACまたはRCICのいずれかが現場操作による起動が可能であること。
※３：保安規定第24条に合わせてAOTは8時間とする。
※４：原子炉圧力が0.78MPa[gage]以上。
※５：可搬型直流電源設備またはSRV用可搬型蓄電池を用いてSRVの電源を確保できること。

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-4-1
（低圧原子炉代替
注水系（常設））

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー RHR、LPCS HPCS ー

65-4-2
（低圧原子炉代替
注水系（可搬型））

１N※２

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー RHR、LPCS HPCS ー

65-5-1
（格納容器フィルタ

ベント系）
１N

運転、起動、
高温停止

ー RHR、FCS ー ー

65-5-2
（可搬式窒素供給

装置）
１N

運転、起動、
高温停止

ー RHR、FCS ー 代替品の補充

65-5-3
（代替RCW）

２N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー RCW ー 代替品の補充

65-5-4
（RHAR)

１N
運転、起動、
高温停止

ー RHR ー ー

65-5-5
（格納容器内の水素
濃度および酸素濃度の

監視）

１N
運転、起動、
高温停止

※１：原子炉水位がオーバーフロー水位付近で、かつプールゲートが開の場合または原子炉内から全燃料が取出され、かつプールゲートが開の場
合を除く。

※２：２N要求される大量送水車については、65-19-1でLCO等を整理する。

他表でAOTを整理

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-6-1
（PCV代替スプレイ

（常設））
１N

運転、起動、
高温停止

ー RHR

PCV代替スプレイ
（可搬型）

（時間短縮の補完
措置含む。）

ー

65-6-2
（PCV代替スプレイ
（可搬型））

１N※１ 運転、起動、
高温停止

ー RHR
PCV代替スプレイ

（常設）
ー

65-7-1
（PCV下部注水
（常設））

１N
運転、起動、
高温停止

ー RHR

PCV下部注水
（可搬型）、

PCV代替スプレイ
（可搬型）

（時間短縮の補完
措置含む。）

ー

65-7-2
（PCV下部注水
（可搬型））

１N※２ 運転、起動、
高温停止

ー RHR

PCV下部注水
（常設）、

PCV代替スプレイ
（可搬型）

（時間短縮の補完
措置含む。）

ー

65-7-3
（PCV代替スプレイ
（可搬型））

１N※２ 運転、起動、
高温停止

ー RHR

PCV下部注水
（常設）、

PCV代替スプレイ
（可搬型）

（時間短縮の補完
措置含む。）

ー

※１：２N要求される大量送水車については、65-19-1でLCO等を整理する。

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-8-1
（PAR）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー RHR ー

原子炉建物燃料取
替階ブローアウトパネ
ル、原子炉建物燃
料取替階ブローアウ
トパネル強制開放

装置

65-8-2
（R/B 水素濃度）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー
他チャンネル、

PAR温度
ー ー

65-9-1
（SFPスプレイ）

１N※２ SFPに燃料が
ある期間

65-9-2
（FPC）

１N
SFPに燃料が
ある期間

65-9-3
（SFP監視設備）

１N
SFPに燃料が
ある期間

65-10-1
（放水設備（大気への
拡散抑制設備、泡消火

設備））

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー RHR ー 代替品の補充

65-10-2
（海洋への拡散抑制

設備）
１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー RHR ー 代替品の補充

※１：原子炉水位がオーバーフロー水位付近で、かつプールゲートが開の場合または原子炉内から全燃料が取出され、かつプールゲートが閉の場
合を除く。

※２：２N要求される大量送水車については、65-19-1でLCO等を整理する。

プラント停止を要求しないAOT

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-11-1
（FLSR水槽）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー RHR 外部からの補給 ー

65-11-2
（FLSR水槽への

補給）
１N※２

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー FLSR水槽 ー 代替品の補充

65-11-3
（海水移送設備）

１N※２

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー FLSR水槽、S/C ー 代替品の補充

65-11-4
（構内監視設備）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

65-12-1
（常設代替交流

電源）
１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー DG ー ー

65-12-2
（可搬型代替交流

電源）
２N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー DG
常設代替交流電源

設備

号炉間電力融通
ケーブル、

代替品の補充

※１：原子炉水位がオーバーフロー水位付近で、かつプールゲートが開の場合または原子炉内から全燃料が取出され、かつプールゲートが開の場
合を除く。

※２：２N要求される大量送水車については、65-19-1でLCO等を整理する。

プラント停止を要求しないAOT

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-12-3
（所内常設蓄電式直
流電源設備および常設
代替直流電源設備

（B-115V系、SA））

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※１

ー DG
常設代替交流電源

設備
ー

65-12-4
（可搬型直流電源

設備）
１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換※２

ー DG
常設代替交流電源

設備
ー

65-12-5
（代替所内電気

設備）
１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー
非常用所内電気

設備
ー ー

65-12-6
（燃料補給設備）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー ー ー 代替品の補充

65-13-1
（主要パラメータ）

１N
各パラメータごと

に設定
ー ー 代替パラメータ －

65-13-2
（補助パラメータ）

１N
各パラメータごと

に設定
ー ー ー 代替計器

65-13-3
（可搬型計器）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー ー ー 代替品

※１：230V系充電器（RCIC）、蓄電池（RCIC）は、運転、起動、高温停止
※２：230V系充電器（常用）は、運転、起動、高温停止

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-13-4
（パラメータ記録）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

65-14-1
（MCR被ばく低減

設備）
１N

運転、起動、
高温停止、

炉心変更時また
は照射された燃
料に係る作業時

ー RHR ー 代替品の補充

65-14-1
（MCRその他設備）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー ー ー 代替品の補充

65-14-2
（BOP閉止装置）

１N
運転、起動、
高温停止

ー BOPの確認 ー 代替閉止手段

65-15-1
（監視測定設備）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

65-16-1
（緊対所加圧設備）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、

炉心変更時また
は照射された燃
料に係る作業時

ー ー ー 代替品の補充

65-16-1
（緊対所加圧設備
以外の設備）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー ー ー
代替品の補充

他表でAOTを整理

プラント停止を要求しないAOT

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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条文
（A設備）

LCO
（1N／2N）

LCOが適用
される原子炉
の状態

AOT

B設備
（LCO逸脱なし）

γ設備
（AOT3日）

C設備
（AOT30日）

D設備
（AOT10日）

65-16-2
（緊対所代替電源）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー ー ー
予備電源車および
接続プラグ盤、
代替品の補充

65-17-1
（通信連絡設備）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー ー ー
代替品の補充、
要員の追加等

65-18-1
（ホイールローダ）

１N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換

ー ー ー 代替品の補充

65-19-1
（大量送水車）

２N

運転、起動、
高温停止、
冷温停止、
燃料交換、

SFPに燃料が
ある期間

ー RHR、RCW ー 代替品の補充

【参考①】第65条関係（SA設備のLCO／AOT）－LCO／AOT設定一覧ー
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変更条文 概 要

添付２ 実施基準
1.1 専用回線を使用した通報設備の設置

中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備を設
置する。

1.2 要員の配置 火災発生時に対応するための要員を確保する。

1.3 教育訓練の実施 火災発生時に対応するための教育訓練を実施する。

1.4 資機材の配備 化学消防自動車等の火災発生時に対応するための資機材を配備する。

1.5 手順書の整備 火災発生時に対応するための手順を整備する。
火災の発生防止、感知および消火、外部火災、火災防護設備の施設管理、
火災影響評価を含む。

＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
・補助盤室での火災が発生した場合の消火手順

1.6 定期的な評価 火災防護に係る活動について定期的な評価を行う。

【参考②】第17条（火災発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要



53【参考②】第17条の２（内部溢水発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概 要

添付２ 実施基準
2.1 要員の配置

溢水発生時に対応するための要員を確保する。

2.2 教育訓練の実施 溢水発生時に対応するための教育訓練を実施する。

2.3 資機材の配備 溢水発生時に対応するための資機材を配備する。

2.4 手順書の整備 溢水発生時に対応するための手順を整備する。
溢水発生時の措置、運転時間実績管理、水密扉の閉止状態の管理、浸水防
護設備の施設管理、溢水評価への影響確認を含む。

2.5 定期的な評価 溢水発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



54【参考②】第17条の３（火山影響等発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概 要

添付２ 実施基準
3.1 要員の配置

火山影響等および積雪発生時に対応するための要員を確保する。

3.2 教育訓練の実施 火山影響等および積雪発生時に対応するための教育訓練を実施する。

3.3 資機材の配備 火山影響等発生時および降下火砕物の除去等に対応するための資機材を配
備する。

3.4 手順書の整備 火山影響等および積雪発生時に対応するための手順を整備する。
運用管理（侵入防止・除灰）、運転操作（炉心冷却）、非常用ディーゼル
発電機の機能維持対策等を含む。

＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
・緊急時対策所扉に、仮設フィルタを取り付け

3.5 定期的な評価 火山影響等および積雪発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



55【参考②】第17条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備）に係る実施基準の
概要（地震発生時）

変更条文 概 要

添付２ 実施基準
4.1 要員の配置

地震発生時に対応するための要員を確保する。

4.2 教育訓練の実施 地震発生時に対応するための教育訓練を実施する。

4.3 資機材の配備 地震発生時に対応するための資機材を配備する。

4.4 手順書の整備 地震発生時に対応するための手順を整備する。
波及的影響の防止、設備保管、影響評価を含む。

4.5 定期的な評価 地震発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



56【参考②】第17条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備）に係る実施基準の
概要（津波発生時）

変更条文 概 要

添付２ 実施基準
5.1 要員の配置

津波発生時に対応するための要員を確保する。

5.2 教育訓練の実施 津波発生時に対応するための教育訓練を実施する。

5.3 資機材の配備 津波発生時に対応するための資機材を配備する。

5.4 手順書の整備 津波発生時に対応するための手順を整備する。
津波来襲時の対応、水密扉等の管理、影響確認、施設管理含む。

＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
・引き波による取水槽水位低下時の原子炉停止手順

5.5 定期的な評価 津波発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



57【参考②】第17条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備）に係る実施基準の
概要（竜巻発生時）

変更条文 概 要

添付２ 実施基準
6.1 要員の配置

竜巻発生時に対応するための要員を確保する。

6.2 教育訓練の実施 竜巻発生時に対応するための教育訓練を実施する。

6.3 資機材の配備 竜巻発生時に対応するための資機材を配備する。

6.4 手順書の整備 竜巻発生時に対応するための手順を整備する。
飛来物の管理、水密扉等の管理、影響確認、施設管理を含む。

＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
・取水槽ガントリークレーンを係留位置に移動する手順

6.5 定期的な評価 竜巻発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



58【参考②】第17条の５（有毒ガス発生時等の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概 要

添付２ 実施基準
7.1 要員の配置

有毒ガス発生時に対応するための要員を確保する。

7.2 教育訓練の実施 有毒ガス発生時に対応するための教育訓練を実施する。

7.3 資機材の配備 有毒ガス発生時に対応するための資機材を配備する。

7.4 手順書の整備 有毒ガス発生時に対応するための手順を整備する。
影響確認、施設管理を含む。

＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
・可動源への防護対策の要員を配置
・固定源へ防液提等を設置し、運用管理を実施

7.5 定期的な評価 有毒ガス発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



59【参考②】第17条の７（重大事故等発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概 要

添付３ 実施基準
1.1(1) 体制の整備

重大事故等発生時に対応するための要員を確保する。

＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
・役割毎の統括体制を整備
・廃止措置号炉（1号炉）の燃料プールの対応体制の整備

1.1(2) 教育訓練の実施 重大事故等時に対応するための教育訓練を実施する。
（力量付与、維持向上、成立性確認）

1.1(3) 資機材の配備 重大事故等時に対応するための資機材を配備する

1.2 アクセスルートの確保、復旧作業および支援に係る事項 ・アクセスルートの確保をするための運用管理を定める。
・復旧作業に係る事項を定める。（予備品等の確保、保管場所）
・支援に係る事項を定める。7日間の継続的対応、協力関係の構築、支援策の
計画および体制の確立）

＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
・地滑り・土石流の影響を受けないアクセスルートの確保

1.3 手順書の整備 重大事故等発生時に対応するための手順を整備する。
運用手順等を表１～20に記載
・運転操作手順書
・緊急時対策本部用手順書

＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
・引き波による取水槽水位低下時の原子炉停止手順
・降下火砕物が想定される場合の対応手順
・土石流の発生が想定される場合の対応手順

1.4 定期的な評価 重大事故等発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



60【参考②】第17条の８（大規模損壊発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概 要

添付３ 実施基準
2.1(1) 体制の整備

大規模損壊発生時に対応するための要員を確保する。
（複数号炉同時被災、中央制御室の機能喪失等に対応できる体制）

2.1(2) 対応要員への教育訓練の実施 大規模損壊発生時に対応するための教育訓練を実施する。
（力量付与、維持向上、技術的能力の確認）

2.1(3) 設備および資機材の配備 ・大規模損壊発生時に対応するための設備を配備するとともに、当該設備を防
護する。
・大規模損壊発生時に対応するための資機材を配備する。

＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
・大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備

2.2 手順書の整備 大規模損壊発生時に対応するための手順を整備する。
事前に予測可能な自然災害、施設の広範囲にわたる損壊等の影響を想定した
上で、多様性および柔軟性を有する手段の構築（対応手順書の適用条件およ
び判断フロー等）

＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
・大規模損壊に特化した手順書を整備
 現場での可搬型計測器によるパラメータ計測および監視
 中央制御室損傷時の通信連絡

2.3 定期的な評価 大規模損壊発生時に係る活動について定期的な評価を行う。



61【参考③】添付１（原子炉がスクラムした場合の運転操作手順）の変更

原子炉がスクラムした場合の操作手順 変更内容

１．原子炉制御

(1) スクラム 変更なし

(2) 反応度制御

中性子束振動発生を防止するためサプレッションチェンバ水温度による、ほう酸水注入系
を起動する手順から、反応度制御導入でほう酸水注入系を起動する手順とした。

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表１ 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

(3) 水位確保

有効性評価「高圧・低圧注水機能喪失」による評価結果を基に、非常用炉心冷却系
および給復水系が起動せず原子炉水位が低下する場合、低圧原子炉代替注水系の
起動準備を行い、不測事態「急速減圧」へ移行する手順とした。

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

(4) 減圧冷却

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

 保安規定第76条（異常時の措置）に関連する「原子炉がスクラムした場合の運転操作手順」について、重大事故
等時の運転操作手順を反映するとともに、添付３（重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準）との紐づ
けを行った。
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原子炉がスクラムした場合の操作手順 変更内容

２．一次格納容器
制御

(1) 格納容器圧力制御

・ドライウェルスプレイが実施できない場合、ドライウェル代替スプレイを間欠で実施する手
順とした。
・FCVS設備の追加に伴い、格納容器ベントをFCVSのサプレッションチェンバ側を優先で
使用し、サプレッションチェンバ水位が高い場合はドライウェル側を使用する手順とした。

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等
表５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
表６ 原子炉格納容器内の冷却等の手順等

(2) ドライウェル温度制御

・ドライウェルスプレイが実施できない場合、ドライウェル代替スプレイを間欠で実施する手
順とした。

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表６ 原子炉格納容器内の冷却等の手順等

(3) サプレッションチェンバ
温度制御

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表６ 原子炉格納容器内の冷却等の手順等

(4) サプレッションチェンバ
水位制御

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表６ 原子炉格納容器内の冷却等の手順等

(5) 格納容器水素濃度
制御

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表６ 原子炉格納容器内の冷却等の手順等

【参考③】添付１（原子炉がスクラムした場合の運転操作手順）の変更



63

原子炉がスクラムした場合の操作手順 変更内容

３．二次格納容器
制御

(1) 二次格納施設制御

有効性評価「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」による評価結果を
基に、以下の考え方を基準に手順を定めた。
・一次格納容器外で原子炉圧力バウンダリの破断が発生した場合、中央制御室から速
やかに隔離を行う。
・隔離されたことが確認できない場合、原子炉を急速減圧し原子炉棟への漏えいを抑制
する。
・原子炉水位は、原子炉隔離時冷却系作動水位以上で低めに維持する。
・原子炉棟環境を改善し、漏えい箇所の隔離を行う。

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

(2) 燃料プール水位
・温度制御

有効性評価「想定事故１」「想定事故２」による評価結果を基に、以下の考え方を基
準に手順を定める。
・燃料プール水位と燃料プールに注水可能な系統を随時把握する。
・燃料プール水温を通常運転時制限温度以下に維持可能な系統を随時把握する。
・漏えい箇所が特定された場合は、二次格納容器制御「二次格納施設制御」で対応す
る。
・二次格納容器制御「燃料プール水位・温度制御」に導入した場合、大量送水車の接
続を要請する。

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表11 燃料プールの冷却等のための手順等

【参考③】添付１（原子炉がスクラムした場合の運転操作手順）の変更
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原子炉がスクラムした場合の操作手順 変更内容

４．不測事態

(1) 水位回復

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

(2) 急速減圧

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

(3) 水位不明

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

５．電源制御
(1) 交流／直流電源

供給回復

有効性評価「全交流動力電源喪失」による評価結果を基に、以下の考え方を基準に
手順を定めた。
・非常用電源母線の受電状況を確認し、状況に応じて代替交流電源から受電する。
・直流電源の状況を確認し、状況に応じて代替直流電源から給電する。

下記の保安規定添付３と紐づけを行った。
表５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
表14 電源の確保に関する手順等
表16 中央制御室の居住性等に関する手順等

【参考③】添付１（原子炉がスクラムした場合の運転操作手順）の変更



65【参考④】第17条の3 –火山影響等発生時の体制の整備–
PWRとBWRにおける対策例

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部改正及びそれ
らの意見募集 等について（案）－火山影響等発生時の体制整備等に係
る措置－」（平成29年9月20日：原子力規制庁）より抜粋。（炉規則
番号は当時の番号）

注：


